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子育て・健康応援ページ
このページでは、子育てや健康に関する旬の情報をお知らせします。

相 子育て相談 １ 1歳6カ月健診乳児健診乳 ３３歳児健診

間時付受びよお類種日にち

1・2月の各種相談および乳幼児健診など

場所：健康福祉センターかわせみ内すくすくひろば

問 健康福祉課 生活応援係 電話0889-22-7705

対象者

イベント日にち

子育て支援センター ～なかよしひろばのご案内～

製作 鬼のお面作り

１月４日（月）

１月26日（火）

問 佐川町子育て支援センター 電話080-2997-6959

おもちゃで遊んだり、保護者同士で交流したり、自由にお過ごしいた
だけます。絵本の貸し出しもしています。保育士がいますので、子育
て相談もお気軽にどうぞ。里帰り中の方、妊婦さんも大歓迎です!!

１月19日（火）

健康福祉センターかわせみ内すくすくひろば
月・火・木・金　

9時～12時、13時30分～15時30分

１月15日（金）

イベント日にち

日にち

２月17日（水）

献血

時間と場所

9時30分～11時15分  健康福祉センターかわせみ
13時～14時30分        佐川町役場、15時25分～17時        高北病院

絵本の読み聞かせ
佐川よみっこ応援団  田村裕子さん

１月21日（木）

問 健康福祉課 地域ふれあい係 電話0889-22-7716
ご協力よろしくお願いします！！

１月６日（水） ３ 8時45分～9時15分 平成29年５月１日生～平成29年７月31日生

１月28日（木）

１月15日（金） 相 10時～12時

電話番号のお間違いにご注意ください。
市外局番は「0889」です！

子育て相談 ※身長や体重の計測もできます。
　母子健康手帳をご持参下さい。

お誕生日会

なかよしひろば 新年開始

令和２年８月１日生～令和２年９月30日生１月20日（水） 乳 8時45分～9時15分 令和２年３月16日生～令和２年４月30日生

A･B･Cdeあそぼう
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２月３日（水） １ 8時45分～9時15分 令和元年５月１日生～令和元年７月31日生

１月８日（金） 親子ふれあいあそび

・第２土曜日の午前は内科･産婦人科の外来診察
・外科の当直日の 17 時 15 分～ 18 時 30 分及び
その翌日の 7 時 15 分～ 8 時 30 分は内科また
は整形外科の医師が当直をします。

/日

/日

/日

不妊及び不育症の治療等助成事業

/日

/日

～子育て
世代包括支援センター情報～

問 健康福祉課 生活応援係 / 子育て世代包括支援センター　電話 0889-22-7705

＜休日・夜間の当直診療科＞

１日 (金 )
２日 ( 土 )
３日 ( 日 )
４日 ( 月 )
５日 ( 火 )
６日 ( 水 )
７日 ( 木 )
８日 ( 金 )
９日 ( 土 )
10 日 ( 日 )
11 日 ( 月 )
12 日 ( 火 )
13 日 ( 水 )
14 日 ( 木 )
15 日 ( 金 )
16 日 ( 土 )
17 日 ( 日 )
18 日 ( 月 )
19 日 ( 火 )
20 日 ( 水 )
21 日 ( 木 )
22 日 ( 金 )
23 日 ( 土 )
24 日 ( 日 )
25 日 ( 月 )
26 日 ( 火 )
27 日 ( 水 )
28 日 ( 木 )
29 日 ( 金 )

内科
内科
整形外科
内科
外科
外科
外科
内科
内科
内科
内科
内科
内科
整形外科
内科
内科
内科
内科
外科
内科
整形外科
内科
内科
内科
外科
外科
内科
内科
内科

/日

/日

/日

/日

電話 0889-22-1166

電話 0889-22-0300

専用電話(直通) 090-4785-7705

/日

/日

30 日 ( 土 ) 内科
31 日 ( 日 ) 内科

/日

/日

不妊や不育症の検査や治療を受けられたご夫婦に、治療に

要した費用の一部を助成する事業について紹介します。

不妊とは

妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているに

もかかわらず、一定期間妊娠しないものをいいます。日本

産科婦人科学会では、この「一定期間」について「1 年と

いうのが一般的である」と定義しています。

不育症とは　    

妊娠してもおなかの赤ちゃんが育たずに流産や死産を繰り

返してしまう状態をいいます。一般的には 2 回連続した流

産・死産があれば不育症と診断されます。

対象者　※すべてに該当する方

①法律上婚姻関係にある夫婦。 
②夫婦の両方又はいずれか一方が佐川町に住所を有し、か

つ、居住している者。
③夫婦が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又

は被扶養者である者。
④夫婦の前年の所得の合計額が 730 万円未満である者。
⑤町税等の滞納がない者。  
⑥他の自治体において同一の助成を受けていない者。 

申請期間　  

対象となる検査や治療を受けた日の属する年度の末日まで

に申請をお願いします。※1 回の治療期間が 2 年度に渡る

場合はその治療が終了してから申請してください。

その他
対象となる検査や治療、助成回数や金額、申請書類など詳

細については『町のホームページ』や『さくら・さいたねっ

と』をご覧いただくか、子育て世代包括支援センターまで

お問い合わせください。


